
平成３０年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ８ 府 省 庁 名  経 済 産 業 省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
被合併法人に無償の資本変動が生じた場合の事業税の課税標準の合併法人への承継 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

法人に無償の資本変動によって資本金等の額に変動が生じた場合に、事業税の課税標準となる資本金等の額

を調整する措置。 

 

・特例措置の内容 

無償の資本変動によって、被合併法人に資本金等の額に変動が生じた場合の事業税の課税標準となる資本金等

の額の調整について、合併後においても合併法人が当該調整に係る額を継承する措置を講ずる。 
 

 

 

関係条文 

 

地方税法７２条の２１ 

 

減収 

見込額 

［初年度］   － （ － ）    ［平年度］   －  （ － ）  

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

会社法第２条２７号及び２８号において、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社

に承継させることが規定されているにも関わらず、地方税法７２条の２１には合併により消滅することとな

る被合併法人について認められている資本金等の額の調整に係る額の継承に関する規定が存在しないことか

ら、無償の資本変動が生じた場合の課税標準の額の変動は合併法人に承継されない。事業活動の規模に応じ

て課税するという外形標準課税の趣旨を考慮して、被合併法人に無償の資本変動が生じた場合の事業税の課

税標準の調整について、合併後においても合併法人が当該調整に係る額を継承する措置を講ずることを目的

とする。 

 

（２）施策の必要性 

会社法第２条２７号及び２８号において、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会

社に承継させることが規定されており、現行の税法上の規定は会社法上の権利義務の承継に係る趣旨にそぐ

わないことから、改正が必要である。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

経済成長 

新陳代謝 

政策の 

達成目標 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久措置 

同上の期間中

の達成目標 

－ 

政策目標の 

達成状況 

― 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

被合併法人に無償の資本変動があった合併法人が適用対象となる。 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

会社法第２条により法人の権利義務は合併法人に包括承継されることとなっており、被合併法

人の資本の変動を合併法人に引き継ぐことを可能とすることによって、税法上の規定と会社法

上の規定との関係を適正化する。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

― 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

― 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

― 

要望の措置の 

妥当性 

会社法第二条により法人の権利義務は合併法人に包括承継されることとなっており、被合併法

人の資本の変動を合併法人に引き継ぐことを可能とすることによって、税法上の規定と会社法

上の規定との関係を適正化する。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

― 

前回要望時の 

達成目標 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

 

 

これまでの要望経緯 

― 
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